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告 示

茨城県告示第249号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 (平成14年法律第88号) 第７条第１項の規定に基づき定めた茨城県イノ

シシ保護管理計画を次のとおり改定したので, 同条第７項において準用する同法第４条第４項の規定に基づき公表す

る｡

平成22年３月15日

茨城県知事 橋 本 昌

(｢次のとおり｣ は省略し, 茨城県生活環境部環境政策課, 各県民センター環境・保安課及び県民センター総室県央

環境保全室に備え置いて縦覧に供する｡)

茨城県告示第250号

茨城県浄化槽指導要綱 (平成９年茨城県告示第395号) の全部を次のように改正する｡

平成22年３月15日

茨城県知事 橋 本 昌
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茨城県浄化槽指導要綱

第１ 目的

この要綱は, 浄化槽法 (昭和58年法律第43号｡ 以下 ｢法｣ という｡), 建築基準法 (昭和25年法律第201号｡ 以下

｢基準法｣ という｡) 及び茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 (昭和61年茨城県条例第３号｡ 以下 ｢条例｣

という｡) 並びにこれらに関連する法令に規定するもののほか, 浄化槽取扱いに関し必要な事項を定めることによ

り, 水質の汚濁を防止し, 生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする｡

第２ 定義

この要綱における用語の意義は, 法第２条に定めるもののほか, 次に定めるところによるものとする｡

１ 浄化槽

次の各号に掲げるものをいう｡� 合併処理浄化槽

法第２条に規定する浄化槽であって, し尿と併せて雑排水 (工場排水, 雨水その他の特殊な排水を除く｡)

を処理するものをいう｡� 既設単独処理浄化槽

改正前の法第２条第１号の規定に基づき設置された浄化槽のうち, し尿のみを処理するものをいう｡

２ 浄化槽管理者

浄化槽の所有者, 占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有する者をいう｡

３ 技術管理者

環境省関係浄化槽法施行規則 (平成12年厚生省令127号｡ 以下 ｢環境省令｣ という｡) 第８条で定める資格を有

する技術管理者をいう｡

４ 指定検査機関

法第57条第１項の規定に基づき環境大臣又は知事が指定した者をいう｡

５ 浄化槽保守点検業者

条例第２条第１項の規定により浄化槽保守点検業者として知事の登録を受けた者をいう｡

第３ 設置

１ 構造等

浄化槽 (既設単独処理浄化槽を除く｡ 第３において以下同じ｡) を設置しようとする者は, 次のいずれかに該

当するものを設置すること｡� 法第13条第１項又は第２項に基づく国土交通大臣の型式認定を受けたもの｡� 基準法第68条の10第１項に基づく国土交通大臣の型式適合認定を受けたもの｡� 基準法第68条の26第１項の国土交通大臣の構造方法等の認定を受けたもの｡� 前３号に規定する浄化槽以外の浄化槽で, 国土交通大臣が定めた構造方法を用いたもの｡

２ 設置の際の条件

浄化槽を設置しようとする者は, 当該浄化槽の設置に関し次の各号に掲げる基準を遵守するものとする｡� 浄化槽からの放流水の水質は, 法施行規則第１条の２の規定に基づき, 生物化学的酸素要求量 (以下 ｢BOD｣

という｡) が１リットルにつき20mg以下であること及びBODの除去率が90％以上であること｡� 浄化槽設置場所については, 環境衛生上支障がなく, 保守点検及び清掃が容易であって, かつ, 他の用途と

兼用しないところとすること｡ この場合において, やむを得ず他の用途と兼用しようとするときは, 保守点検

及び清掃が容易にできるような措置を講ずること｡� 浄化槽の放流水の処理方法については, 原則として汲み取り方式による処理は行わないこと｡
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� 既設単独処理浄化槽を使用している者は, 公共用水域等の水質保全の観点から浄化槽の設置等に努めるもの

とする｡

３ 放流先の条件

浄化槽の放流水は, 原則として環境衛生上支障がなく, かつ, 水量疎通が適当な敷地外の側溝等に放流するも

のとする｡ この場合において, 付近に適当な放流先がない場合には, ｢浄化槽の放流水を敷地内で処理する場合

の取扱いについて｣ (昭和62年７月10日付け環境管理課長・建築指導課長通知) により処理するものとする｡

４ 設置の届出等� 法第５条第１項の規定による届出は, 浄化槽を設置しようとする場所を管轄する市町村の長にするものとす

る｡� 基準法第６条第１項の規定による建築主事への確認の申請, 同法第18条第２項の規定による建築主事への通

知の際の浄化槽明細書は, 当該浄化槽を設置しようとする場所を管轄する市町村の長を経由して, 当該市町村

を管轄する総務部地域支援局県民センター総室長 (以下｢県民センター総室長｣という｡) 又は県民センター長

にするものとする｡� 基準法第６条第１項の規定により同法第77条の18から第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通

大臣又は茨城県知事が指定した者 (以下 ｢指定確認検査機関｣ という｡) の確認を受けたときは, 指定確認検

査を経由して, 当該市町村を管轄する県民センター総室長又は県民センター長に届け出るものとする｡� 前３号に掲げる手続 (以下 ｢法定手続｣ という｡) その他必要な事項については, 茨城県浄化槽設置等事務

処理要領 (平成９年３月31日制定｡ 以下 ｢要領｣ という｡) の定めるところによるものとする｡

５ 工事� 浄化槽工事の実施

浄化槽の工事は, 浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令 (平成12年厚生省・建

設省令第４号) 第１条に規定する浄化槽工事の技術上の基準に従い, 行うものとする｡� 報告徴収

県民センター総室長又は県民センター長は, 浄化槽法の施行に必要な限度において, 浄化槽工事業者から浄

化槽工事についての報告を求めることができる｡

第４ 保守点検

１ 使用開始直前の保守点検

環境省令第５条第１項の使用開始直前の保守点検は, 浄化槽管理者又は当該浄化槽管理者から委託を受けた浄

化槽保守点検業者が行うものとする｡

２ 保守点検を実施する際の留意事項

浄化槽の保守点検を行う者は, 環境省令第２条に規定する浄化槽の保守点検の技術上の基準に従うほか, 次の

各号に掲げる事項に留意して, 当該保守点検を実施するものとする｡� 法第11条の規定により実施した定期検査の結果を参考にして実施するとともに, 必要に応じて浄化槽への流

入汚水, 放流水その他の水質及び汚泥の検査を行うこと｡� 酸素の欠乏, 浄化槽内へのてん落の防止等保守点検時の安全衛生に留意すること｡� 保守点検終了後は, マンホールのふた等を完全に密閉して安全を確認するとともに, 十分周囲の後始末を行

うこと｡

３ 保守点検の記録

環境省令の規定により保守点検を実施した者は, 次の表に左欄に掲げる規定による保守点検ごとに, それぞれ

同表の右欄に掲げる保守点検カードを参考に記録簿を作成し, その結果を記録するものとする｡
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第５ 清掃

１ 清掃の実施

浄化槽管理者は, 浄化槽の清掃を法第10条第１項の規定により実施するほか, 浄化槽の使用状態, 法第11条の

規定による定期検査の結果等により, 必要と認めたときは, 適宜実施するものとする｡

２ 清掃を実施する際の留意事項

浄化槽の清掃を実施する者は, 環境省令第３条に規定する浄化槽の清掃の技術上の基準に従うほか, 次の各号

に掲げる事項に留意して当該清掃を行うものとする｡� 当該浄化槽の保守点検結果及び法第11条の規定により受検した定期検査の結果を参考にして実施すること｡� 酸素欠乏, 浄化槽内へのてん落の防止等清掃時の安全衛生に留意すること｡� 清掃終了後は, マンホールのふた等を完全に密閉して安全を確認するとともに, 環境衛生上支障がないよう

に十分周囲の後始末を行うこと｡

３ 清掃の記録

浄化槽の清掃を実施した者は, 浄化槽清掃カード (様式第５号) を参考に記録簿を作成し, その結果を記録す

るものとする｡

４ 報告徴収

県民センター総室長又は県民センター長は, 法の施行に必要な限度において, 浄化槽清掃業者から浄化槽清掃

についての報告を求めることができる｡

第６ 法定検査

１ 法定検査の実施方法

法第７条の規定による設置後等の水質検査及び法第11条の規定による定期検査 (以下 ｢法定検査｣ という｡)

は, 次の各号に掲げる通知その他の関係通知に定めるところにより, 実施するものとする｡� 法第７条及び第11条に基づく浄化槽の水質に関する検査の項目, 方法その他必要な事項について (平成７年

６月20日付け衛浄第33号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)� 法第７条及び第11条に基づく浄化槽の水質に関する検査の検査内容及び方法, 検査票, 検査結果の判定等に

ついて (平成７年６月20日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)� 法第７条及び第11条に基づく浄化槽の水質に関する検査の効率的な推進等について (平成７年６月20日付け

衛浄第35号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)� 浄化槽法第11条に定める検査に係る業務の効率化について (平成14年６月11日環境省大臣官房廃棄物・リサ

イクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室長通知)

２ 検査結果の通知� 行政庁への報告

指定検査機関は, 法定検査の結果, 検査結果が不適正と判定されたものにあっては, 検査結果書の写しを,

直ちに検査を実施した市町村の長及び県民センター総室長又は県民センター長に送付するものとする｡� 指定検査機関の行う助言, 指導
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指定検査機関は, 法定検査の結果, 改善の必要性を認めた場合には, 速やかに所要の助言・指導を行うもの

とする｡� 行政庁の行う措置

第１号の規定により検査結果書の送付を受けた県民センター総室長又は県民センター長は, 生活環境の保全

及び公衆衛生の確保の観点から必要と認めるときは, 所要の措置を講じるものとする｡� 浄化槽管理者等による改善

ア 法定検査の結果に基づく改善措置

法定検査の結果, 改善を要するものとして指定検査機関から助言・指導を受けたときは, 浄化槽管理者は

責任を持って所要の改善措置を講ずるものとする｡

イ 改善に係る行政庁の指導

浄化槽管理者は, アに係る改善措置を講ずる場合には, 改善の内容, 方法について, 所轄の県民センター

総室長又は県民センター長の指導により, これを行うものとする｡

第７ 関係者の責務

１ 浄化槽管理者� 適正な維持管理等の実施

浄化槽管理者は, 法第10条第１項の規定に基づく保守点検及び清掃を実施するとともに, 法第７条及び第11

条の規定により指定検査機関の行う検査を受検するものとし, 浄化槽の放流水の水質が常に適正に保たれるよ

う, 適正な維持管理等を行うものとする｡� 標準契約書の使用

法第10条第３項の規定により, 浄化槽の保守点検を保守点検業者に, 浄化槽の清掃を清掃業者に, それぞれ

委託して行う場合は, その契約を原則として浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書 (様式第６号｡ 以

下 ｢標準契約書｣ という｡) により行うものとする｡� 法定手続の遵守

浄化槽管理者は, 法定手続を行う場合には, 遅滞なく, 要領の定めるところに従い, 行うものとする｡ この

場合において, 浄化槽管理者は, 法定手続を浄化槽保守点検業者に委託することができる｡� 講習会等の受講

浄化槽管理者は, 講習会等に出席して浄化槽に関する法令, 構造, 維持管理の方法等について, 適正な知識

を習得するよう努めるものとする｡

２ 浄化槽製造業者� 浄化槽関係業者等に対する指導・啓発

浄化槽製造業者は, その製造する浄化槽に係る工事, 保守点検及び清掃が適正に行われるよう, 浄化槽管理

者, 技術管理者, 浄化槽工事業者, 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者に対して指導及び啓発を行うもの

とする｡� 法定検査結果に基づく改善等の処置

浄化槽製造業者は, その製造した浄化槽が設置後の７条検査において不適正と判定された場合には, 浄化槽

工事業者, 浄化槽保守点検業者等関係する業者と協力し, 浄化槽の機能回復の処置を講じなければならない｡

３ 浄化槽工事業者� 法定手続の確認

浄化槽工事業者は, 当該浄化槽に係る法定手続がなされていることを事前に確認してから, 浄化槽工事を行

うものとする｡
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� 維持管理等の指導

浄化槽工事業者は, 浄化槽管理者に対し, 浄化槽の保守点検及び清掃の実施並びに法定検査の受検について

指導及び啓発を行うものとする｡ この場合において, 浄化槽管理者が, 浄化槽の保守点検を保守点検業者に,

清掃を清掃業者に, それぞれ委託して行う場合は, その契約を原則として標準契約書により行うよう勧奨する

ものとする｡� 報告義務

浄化槽工事業者は, 県民センター総室長又は県民センター長から浄化槽工事についての報告を求められた場

合には, すみやかに報告しなければならない｡

４ 浄化槽保守点検業者� 維持管理等の指導

浄化槽保守点検業者は, 浄化槽管理者に対し, 浄化槽の保守点検及び清掃の実施並びに法定検査の受検につ

いて指導及び啓発を行うものとする｡

なお, 浄化槽管理者から保守点検を受託する場合は, その契約を原則として標準契約書により行うものとす

る｡� 法定手続の指導

浄化槽保守点検業者は, 保守点検を委託された浄化槽が法定手続がとられていないものであると認めたとき

は, 浄化槽管理者に対し, 速やかに法定手続をとるよう指導するものとする｡� 法定検査結果に基づく改善等の処置

浄化槽保守点検業者は, その維持管理を委託された浄化槽が７条及び11条検査において不適正と判定された

場合は, 浄化槽製造業者, 浄化槽工事業者, 浄化槽清掃業者と協力し, 浄化槽の機能回復の処置を講じなけれ

ばならない｡� 法定検査の推進への協力

浄化槽保守点検業者は, 浄化槽の法定検査実施率の向上のため, 指定検査機関に積極的に協力するものとす

る｡

５ 浄化槽清掃業者� 維持管理等の指導

浄化槽清掃業者は, 浄化槽管理者に対し, 法第10条第１項の規定による浄化槽の保守点検及び清掃の実施並

びに法定検査の受検について指導及び啓発を行うものとする｡

なお, 浄化槽管理者から清掃を受託する場合は, その契約を原則として標準契約書により行うものとする｡� 法定手続の指導

浄化槽清掃業者は, 清掃を委託された浄化槽が法定手続がとられていないものであると認めたときは, 浄化

槽管理者に対し, 速やかに法定手続をとるよう指導するものとする｡� 報告義務

浄化槽清掃業者は, 県民センター総室長又は県民センター長から浄化槽清掃についての報告を求められた場

合には, すみやかに報告しなければならない｡

６ 指定検査機関

指定検査機関は, 法定検査の普及及び啓発に努めるとともに, 常に県民に信頼される検査を実施するよう心掛

けるものとする｡

７ 社団法人茨城県水質保全協会及び社団法人茨城県環境保全協会� 社団法人茨城県水質保全協会及び社団法人茨城県環境保全協会 (以下 ｢協会｣ という｡) は, その設立の趣
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旨にのっとり, 公益法人として社会に寄与するよう事業を行い, 公益法人としての責務を果たすように努める

ものとする｡� 協会は, 浄化槽の施工及び維持管理の適正な実施並びに法定検査の受検等浄化槽に関する正しい知識の普及

及び啓発に努めるものとする｡� 協会は, 浄化槽の施工及び維持管理に関する研修等を定期的に実施するものとし, 業者の資質の向上並びに

浄化槽の適正な施工及び維持管理の確保に努めるものとする｡� 協会は, 会員が製造, 施工又は維持管理を行った浄化槽に関して苦情があった場合には, 当該浄化槽の製造,

施工又は維持管理を行った会員に対して, 適切な対応をするよう指導するものとする｡� 協会は, 浄化槽行政の推進に積極的に協力するものとする｡

第８ その他

１ 無届浄化槽の取扱い

法令の規定による届出がされていない浄化槽を確認した場合の取り扱いについては, 要領の定めるところによ

るものとする｡

２ 改善命令等の通知� 県民センター総室長又は県民センター長は, 法第12条第１項の規定に基づく勧告を行ったとき, 又は同条第

２項の規定に基づく改善若しくは浄化槽の使用の停止を命じたときは, その旨を当該改善命令等に係る浄化槽

の所在する場所を管轄する市町村の長に通知するものとする｡� 知事は, 法第32条第１項の規定に基づく指示をしたときは, その旨を当該指示に係る浄化槽の所在する場所

を管轄する市町村の長に通知するものとする｡

３ 事故発生時の取扱い

浄化槽の故障, 破損その他の原因により汚水等が周辺の公共用水域等に流出したときは, 浄化槽管理者は, 直

ちに当該浄化槽の所在する場所を管轄する県民センター総室長又は県民センター長及び市町村の長に通報すると

ともに, 周辺の環境の汚染を防止するための対策を講じ, かつ, 当該浄化槽を速やかに復旧させるものとする｡

この場合において, 通報を受けた県民センター総室長又は県民センター長及び市町村の長は, 浄化槽管理者に対

して必要な指示を与えるものとする｡

４ その他

この要綱の施行に関し必要な事項については, 知事が別に定める｡

付 則

この要綱は, 平成22年４月１日から施行する｡
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様式第１号

A４サイズ

使用開始直前の保守点検カード

保守点検の日時：平成 年 月 日 AM・PM ( ： ) 点検回数：第 回目／年 回
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浄化槽の使用者名：

(施設名称)

設置場所：

浄化槽の管理者名： 巡回用件：定期・要請・その他 ( )

メーカー名・型式名 処理対象人員： 人 実使用人員： 人

処理方法：□嫌気ろ床接触ばっ気 □分離接触ばっ気 □その他の方式 ( )

天候： 使用前の浄化槽周辺の状況

気温： ℃ 異常な臭気：無・微・有 ( ) 異常な騒音：無・有 異常な振動：無・有

注) 臭気：有の場合はその特徴を記入する｡

(a：下水臭 b：し尿臭 c：腐敗臭 d：カビ臭 e：その他)

点検すべき項目 状況 点検後の処置

１

使
用
に
関
す
る
準
則
の
遵
守
状
況

ア し尿と併せて雑排水 (工場排水, 雨水その他の特殊な排水

を除く) を処理する浄化槽にあっては, 工場排水, 雨水その

他の特殊な排水が流入しない構造であること｡

良・不良

イ 電気設備を有する浄化槽にあっては, 電源を確保できるこ

と｡
良・不良

ウ 浄化槽の上部又は周辺には, 保守点検又は清掃に支障を及

ぼすおそれのある構造物を設けないこと｡
良・不良

エ 浄化槽の上部には, その機能に支障を及ぼすおそれのある

荷重をかけないこと｡
良・不良

オ 通気装置の開口部をふさがないこと｡ 良・不良

２ 流入管きょと槽の接続及び放流管きょと槽の接続状況 良・不良

３ 流入管きょ及び放流管きょにおける水の流れ方状況 良・不良

４ 槽の水平の保持状況 良・不良

５ 浄化槽の水位及び損傷状況 良・不良

６ 単位装置及び付属機器類の設置状況 良・不良

７ 単位装置及び付属装置の作動状況 良・不良

８ 所見及び管理者への連絡事項 保守点検業者名：

住 所：

電 話 番 号：

登 録 番 号：

浄化槽管理士名：

浄化槽管理士番号：



様式第２号

A４サイズ

既設単独処理浄化槽保守点検カード

保守点検の日時：平成 年 月 日 AM・PM ( ： ) 点検回数：第 回目／年 回
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様式第３号

A４サイズ

小型合併処理浄化槽保守点検カード (５～50人槽用)

保守点検の日時：平成 年 月 日 AM・PM ( ： ) 点検回数：第 回目／年 回
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様式第４号

A４サイズ

合併処理浄化槽保守点検カード (51人槽以上)

保守点検の日時：平成 年 月 日 AM・PM ( ： ) 点検回数：第 回目／年 回
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様式第５号

A４サイズ

浄化槽清掃カード

前回清掃日：平成 年 月 日

清掃の日時：平成 年 月 日 AM・PM ( ： ) 清掃依頼日：平成 年 月 日
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様式第６号 (標準契約書)
浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書

浄化槽管理者 (以下 ｢甲｣ という｡), 浄化槽保守点検業者 (以下 ｢乙｣ という｡), 浄化槽清掃業者 (以下 ｢丙｣ と
いう｡) 及び指定検査機関 (以下 ｢丁｣ という｡) は, 浄化槽の保守点検, 清掃及び浄化槽法 (昭和58年法律第43号｡
以下 ｢法｣ という｡) 第11条第１項に定める検査 (以下 ｢法定検査｣ という｡) に関し, 次のとおり委託契約を締結す
る｡

(委託業務)
第１条 甲は, 次の浄化槽の保守点検業務を乙に, 清掃業務を丙に, 法定検査を丁に委託し, 乙, 丙及び丁はこれを
受託する｡

(委託期間)
第２条 委託期間は, 平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする｡ ただし, 委託期間満了の１
月前までに甲, 乙, 丙又は丁から申し出がないときは, さらに１年間更新するものとし, 以後も同様とする｡
２ 甲は, その申し出によりこの契約を継続しないときは, 速やかに新たな契約を締結するよう努めるものとする｡
この場合において, 乙又は丙はそのあっせんに努めるものとする｡
(委託業務の実施方法)
第３条 乙, 丙及び丁は, 委託業務を実施するに当たっては, 別表１に掲げる委託業務実施要領に従い行わなければ
ならない｡
(委託料等)
第４条 乙, 丙及び丁の委託業務に要する費用 (以下 ｢委託料｣ という｡) は, 別表２に掲げる委託料内訳明細書の
とおりとする｡
２ 前項に定めるもののほか, 主要部品の交換, 消耗品その他特別の事情により生じた費用は, 甲及び乙又は丙が協
議して別に定める｡
(委託料の支払い)
第５条 甲は, 保守点検料を原則として契約締結時 (第２条第１項ただし書きにより契約を更新したときは更新時)
に, 乙の請求により支払うものとする｡ ただし, 甲の申し出により別に期日を定める場合はこの限りではない｡
２ 甲は, 清掃料を清掃業務終了後に, 丙の請求により支払うものとする｡
３ 甲は, 法定検査手数料を原則として契約締結時 (第２条第１項ただし書きにより契約を更新したときは更新時)
に, 乙又は丙の請求により支払うものとする｡
(損害賠償)
第６条 乙, 丙又は丁は, 故意又は重大な過失により甲に損害を与えたときは, 原状回復の責めを負い, 又はその損
害を賠償しなければならない｡
(契約の解除)
第７条 甲は, 乙, 丙又は丁が正当な理由がなくこの契約を履行しないとき又は次の各号のいずれかの事由が生じた
ときは, この契約を解除することができる｡� 乙が, 浄化槽保守点検業者の登録を取り消されたとき｡� 丙が, 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき｡

２ 前項の規定によりこの契約が解除されたときは, 甲は, 既に支払った委託料の全部又は一部の返還を請求するこ
とができるものとする｡
３ 甲は, 第１項の規定によりこの契約を解除したときは, 速やかに新たな契約を締結するよう努めるものとする｡
この場合において, 乙又は丙はそのあっせんに努めるものとする｡
(疑義の決定)
第８条 この契約に定めるもののほか, 委託業務の実施に関し必要な事項は, 甲, 乙, 丙及び丁が協議して定めるも
のとする｡

この契約を証するため, 本書２通を作成し, 甲, 乙, 丙及び丁が記名押印の上, 甲及び乙又は丙が各１通を保有し,
他の者は複製を保有する｡
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設 置 場 所 市･町･村 番地

処 理 方 式 単独・合併 方式 規模 人槽 ( �／日)
メーカー名 型式

収入

印紙



平成 年 月 日

甲 (浄化槽管理者) 住 所
氏 名 印
電話番号

乙 (浄化槽保守点検業者) 住 所
氏 名 印
電話番号

登録番号 茨 第 号

丙 (浄化槽清掃業者) 住 所
氏 名 印
電話番号

許可番号 市町村 第 号

丁 (指定検査機関) 住 所 印
氏 名
電話番号

別表１
委託業務実施要領

１ 保守点検� この契約において保守点検とは, 法第２条第３号に定める保守点検をいう｡� 保守点検は, 浄化槽の保守点検の技術上の基準に従い, 委託期間中 月ごとに１回以上実施する｡� 乙は, 保守点検を実施したときは, 保守点検の記録を甲に交付する｡� 乙は, 保守点検の結果により, 丙と清掃の時期を調整する｡
２ 清掃� この契約において清掃とは, 法第２条第４号に定める清掃をいう｡� 清掃は, 浄化槽の清掃の技術上の基準に従い, 委託期間中に１回以上実施する｡� 丙は, 清掃を実施したときは, 清掃の記録を甲に交付する｡
３ 法定検査� この契約において法定検査とは, 法第11条第１項に定める検査をいう｡� 法定検査は, 環境大臣が定める方法により, 年１回実施する｡� 丁は, 法定検査を実施したときは, 検査結果書及び検査済証を甲に交付する｡
４ 保守点検, 清掃, 及び法定検査の予定は, 原則次のとおりとし, 状況に応じ変更することがある｡

５ 乙, 丙及び丁は, 委託業務を処理するために収集, 作成した個人情報を委託業務以外の目的に使用し, 又は第三
者に提供しない｡

別表２
委託料内訳明細書
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保守点検 月 月 月 月 清掃 月 月 法定検査 月～ 月

保守点検料 円/回 × 回 ＝ 円/年 (消費税及び地方消費税含む)

清掃料 (全量引抜)
(一部引抜)

円/回 × 回 ＝ 円/年 (消費税及び地方消費税含む)
円/回 × 回 ＝ 円/年 (消費税及び地方消費税含む)

法定検査手数料 円/年 (非課税) ※法第７条第１項に規定する検査期間を除く

合 計 全量引抜 円 一部引抜 円

備 考



茨城県告示第251号

障害者自立支援法 (平成17年法律第123号) 第29条第１項の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第51条

第１号の規定により告示する｡

平成22年３月15日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第252号

障害者自立支援法 (平成17年法律第123号) 第47条に規定する指定辞退の届出があったので, 同法第51条第１項の

規定により告示する｡

平成22年３月15日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第253号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成22年３月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成22年３月15日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県道 高萩塙線

２ 供用開始の区間 高萩市大字安良川字神宮司1995番地先から

高萩市大字高萩字盆川73番２地先まで

３ 供用開始の期日 平成22年３月25日

茨城県告示第254号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成22年３月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成22年３月15日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県道 下太田鉾田線

２ 供用開始の区間 鉾田市田崎3908番１地先から

鉾田市田崎3912番３地先まで

３ 供用開始の期日 平成22年３月15日

茨 城 県 報 第 2163 号 平成22年３月15日 (月曜日) 15

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 主たる事務所の
所 在 地

指 定
年月日

サービス
の 種 類

0811000058
マルニカレッジ 下妻市本城町三丁

目49番地
社会福祉法人
みどり会

下妻市本城町三丁
目49番地

平成22年
４月１日

就労移行支援
就労継続支援
Ｂ型

0831000096 相談支援

事業所の番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 サービスの種類 辞 退
年月日

0811000058 マルニカレッジ 下妻市本城町三丁
目49番地

社会福祉法人 みど
り会

指定知的障害者
通所授産施設

平成22年
３月31日



茨城県告示第255号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成22年３月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成22年３月15日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県道 下太田鉾田線

２ 供用開始の区間 鉾田市徳宿1739番11地先から

鉾田市徳宿1739番３地先まで

３ 供用開始の期日 平成22年３月15日

茨城県告示第256号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成22年３月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成22年３月15日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県道 鉾田茨城線

２ 供用開始の区間 鉾田市舟木202番２地先から

鉾田市舟木178番８地先まで

３ 供用開始の期日 平成22年３月15日

茨城県告示第257号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定により事業計画の変更を認可したので, 同条第２項の規

定において準用する同法第62条第１項の規定に基づき, 次のとおり告示する｡

平成22年３月15日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 施行者の名称 古河市

２ 都市計画事業の種類及び名称

古河都市計画下水道事業

古河市公共下水道

３ 事業施行期間 昭和49年３月23日から

平成26年３月31日まで

４ 事業地� 収用の部分

変更なし� 使用の部分

昭和49年茨城県告示第275号, 昭和51年茨城県告示第278号, 昭和54年茨城県告示第465号, 昭和56年茨城県告

示第726号, 平成３年茨城県告示第755号, 平成３年茨城県告示第949号, 平成10年茨城県告示第291号, 平成10年

茨城県告示第342号, 平成15年茨城県告示第1631号, 平成17年茨城県告示第732号及び平成20年茨城県告示第469

号の事業地に, 古河市西牛谷字半縄田及び字下手並びに下辺見字六軒及び字今泉並びに上辺見字今泉下, 字六軒

下, 字鹿養大道北, 字鹿養大道南及び鹿養大道中並びに大堤字鹿養, 旭町二丁目, 東本町四丁目並びに下山町の
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各一部の区域を加えた区域

茨城県告示第258号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定により事業計画の変更を認可したので, 同条第２項の規

定において準用する同法第62条第１項の規定に基づき, 次のとおり告示する｡

平成22年３月15日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 施行者の名称 筑西市

２ 都市計画事業の種類及び名称

下館・結城都市計画下水道事業

関城町公共下水道

３ 事業施行期間 平成９年12月22日から

平成27年３月31日まで

４ 事業地� 収用の部分

変更なし� 使用の部分

変更なし

茨城県告示第259号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定により事業計画の変更を認可したので, 同条第２項の規

定において準用する同法第62条第１項の規定に基づき, 次のとおり告示する｡

平成22年３月15日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 施行者の名称 桜川市

２ 都市計画事業の種類及び名称

下館・結城都市計画下水道事業

桜川市公共下水道

３ 事業施行期間 平成９年12月22日から

平成25年３月31日まで

４ 事業地� 収用の部分

変更なし� 使用の部分

変更なし

茨城県告示第260号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第89条の２第９項の規定により県営土地改良事業飯富岩根地区 (全換地区)

に係る換地処分をした｡
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平成22年３月15日

茨城県県央農林事務所長 中 野 一 正

(選挙管理委員会)

茨城県選挙管理委員会告示第33号

平成21年12月20日執行の茨城県議会議員竜ケ崎市選挙区補欠選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報

告書の要旨を, 公職選挙法 (昭和25年法律第100号) 第192条第１項の規定に基づき次のとおり公表する｡

平成22年３月15日

茨城県選挙管理委員会委員長 大 津 晴 也

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成21年12月20日執行 茨城県議会議員竜ケ崎市選挙区補欠選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額 (法定選挙運動費用額)���������円
３ 報告書の要旨

(竜ケ崎市選挙区)
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候 補 者 氏 名 梅野 英城 所 属 党 派 民 主 党
平成21年11月22日から

期間 第１回分

出納責任者氏名 梅野 英城 平成22年１月４日まで

収 入 支出

主たる寄附 人件費 220,000円

(氏名, 団体名) (職業) (寄附額) 家屋費 354,615円

民主党茨城県総支部連合会 政党 945,000円 選挙事務所費 354,615円

集合会場費 0円

通信費 687円

交通費 0円

印刷費 790,734円

広告費 108,370円

文具費 17,689円

食料費 147,633円

休泊費 17,850円

雑費 66,031円

その他の寄附 5件 50,000円

その他の収入 6,125円

今回計 1,001,125円 今回計 1,723,609円

前回計 0円 前回計 0円

総 計 1,001,125円 総 計 1,723,609円
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支出のうち公費負担相当額

項目 金額

ポスターの作成 722,484円

計 722,484円

報告書受理年月日 平成22年１月４日 第１回報告分

候 補 者 氏 名 梅野 英城 所 属 党 派 民 主 党
平成22年２月６日から

期間 第２回分

出納責任者氏名 梅野 英城 平成22年２月６日まで

収 入 支出

主たる寄附 人件費 0円

(氏名, 団体名) (職業) (寄附額) 家屋費 0円

選挙事務所費 0円

集合会場費 0円

通信費 17,399円

交通費 0円

印刷費 0円

広告費 0円

文具費 0円

食料費 0円

休泊費 0円

雑費 6,058円

その他の寄附 0件 0円

その他の収入 23,457円

今回計 23,457円 今回計 23,457円

前回計 1,001,125円 前回計 1,723,609円

総 計 1,024,582円 総 計 1,747,066円

報告書受理年月日 平成22年２月12日 第２回報告分

候 補 者 氏 名 萩原 勇 所 属 党 派 無 所 属
平成21年11月１日から

期間 第１回分

出納責任者氏名 萩原 正五 平成21年12月25日まで

収 入 支出

主たる寄附 人件費 270,000円

(氏名, 団体名) (職業) (寄附額) 家屋費 0円

大関 昭一 浄化槽清掃業 30,000円 選挙事務所費 0円

佐藤 隆雄 無職 30,000円 集合会場費 0円
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高橋 和一 無職 30,000円 通信費 0円

海老原 弘 販売業 20,000円 交通費 0円

山� 清 井戸ポンプ配管
工事業 20,000円 印刷費 561,750円

大岩 信子 無職 20,000円 広告費 47,000円

桜井 幸子 無職 20,000円 文具費 4,204円

山本 四郎 無職 30,000円 食料費 5,054円

休泊費 0円

雑費 1,654円

その他の寄附 122件 1,075,000円

その他の収入 1,000,000円

今回計 2,275,000円 今回計 889,662円

前回計 0円 前回計 0円

総 計 2,275,000円 総 計 889,662円

支出のうち公費負担相当額

項目 金額

ポスターの作成 420,000円

計 420,000円

報告書受理年月日 平成21年12月28日 第１回報告分

候 補 者 氏 名 萩原 勇 所 属 党 派 無 所 属
平成22年１月６日から

期間 第２回分

出納責任者氏名 萩原 正五 平成22年１月16日まで

収 入 支出

主たる寄附 人件費 0円

(氏名, 団体名) (職業) (寄附額) 家屋費 392,700円

選挙事務所費 392,700円

集合会場費 0円

通信費 0円

交通費 0円

印刷費 0円

広告費 101,145円

文具費 48,090円

食料費 0円

休泊費 0円

雑費 14,026円



公 告

●○開発行為の工事完了

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第29条第１項の許可に係る開発行為について, 次の区域の工事が完了したの

で, 同法第36条第３項の規定により公告する｡

平成22年３月15日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

つくばみらい市青木字前畑213番１

２ 事業主の住所及び氏名

水戸市大塚町2176番地の１ リヴェールAOKI 201号

松 � 稔 昌

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

つくばみらい市北山字北山153番３

２ 事業主の住所及び氏名

つくばみらい市小絹1274番地35 Bフラッツ201号

結 城 裕, 結 城 麻由美

●○入札公告

一般競争入札について次のとおり公告する｡

なお, この入札に係る調達は, 1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の適用を受けるもの

である｡

平成22年３月15日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 競争入札に付する事項� 購入物品及び数量

乗用自動車 (1,500ccクラス以下 ハイブリッド自動車, ４又は５ドア)

13台� 購入物品の特質等
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その他の寄附 0件 0円

その他の収入 0円

今回計 0円 今回計 555,961円

前回計 2,275,000円 前回計 889,662円

総 計 2,275,000円 総 計 1,445,623円

報告書受理年月日 平成22年１月19日 第２回報告分



購入物品の性能等に関し, 仕様書で指定する特質等を有すること｡� 納入期限

仕様書のとおりとすること｡� 納入場所

茨城県水戸市笠原町978番６

茨城県庁構内� 入札方法

ア 落札決定に当たっては, 入札書に記載された金額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額

(当該金額に１円未満の端数があるときは, その端数金額を切り捨てるものとする｡) をもって落札価格とする

ので, 入札者は, 消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず, 見積もった契約希望金額

の105分の100に相当する金額 (消費税及び地方消費税抜き) を入札書に記載すること｡

イ 提出した入札書の引き換え又は変更は認めない｡

ウ 入札執行回数は, ２回を限度とする｡� 落札者の決定方法

茨城県財務規則 (平成５年茨城県規則第15号) 第146条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で

最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする｡

２ 入札参加資格� 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号｡ 以下 ｢政令｣ という｡) 第167条の４第１項の規定に該当していない

者であること｡� 政令第167条の４第２項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること｡� 茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項 (平成８年茨城県告示第254号) に基づく競争入札参加資格が

あること｡ ただし, 茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく, 指名停止の措置を受けている者でないこ

と｡

なお, 新規に入札参加資格を得ようとする者は, 所定の資格審査申請書に必要事項を記入のうえ３�に示す場
所に申請すること｡ 申請は, 随時受け付けているが, 審査に相応の日数を要するため留意すること｡� 本公告に示した購入物品の規格 (仕様) に適合した物品及び数量を確実に納入できることを証明した者である

こと｡� 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること｡� 会社更生法 (平成14年法律第154号) に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法 (平成

11年法律第225号) に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと｡

３ 入札説明書の配付及び契約条項の縦覧� 入札説明書の配付場所, 入札書の配付場所, 契約条項を示す場所及び問合せ先

〒310－8555 茨城県水戸市笠原町978番６

茨城県会計事務局会計第二課 調度担当

電話 029－301－4875� 入札説明書の配付期間

入札公告の日から平成22年４月７日までの午前８時30分から午後５時30分まで｡ ただし, 茨城県の休日を定め

る条例 (平成元年茨城県条例第７号) に定める休日を除く｡� 入札書の受領期限

平成22年４月26日 午後１時30分
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(郵送による入札の場合は, 平成22年４月23日 午後５時)� 開札の日時及び場所

平成22年４月26日 午後１時30分 茨城県庁入札室２ (茨城県庁行政棟１階)

４ 入札参加資格等の確認� この一般競争入札に参加を希望する者は, 一般競争入札参加資格確認申請書に２�及び�に係る証明書を添付
して, ３�に示す場所に平成22年４月８日, 午前11時までに提出しなければならない｡
なお, 提出した書類について説明を求められたときは, これに応じなければならない｡� 入札参加資格等の確認の結果は, 一般競争入札参加資格等確認通知書により回答する｡� 前項により不適合の通知を受けた者は, この一般競争入札に参加できない｡

５ 契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

６ 入札保証金及び契約保証金

免除

７ 入札の無効� 次のいずれかに該当する場合の入札は, 無効とする｡

ア 入札について談合その他不正行為があったと認められるとき

イ 指定の日時までに入札書が提出されないとき

ウ 記名押印を欠くとき

エ 誤字又は脱字等により意思表示が不明確である入札を行ったとき

オ 首標金額を訂正した入札を行ったとき

カ 同一の入札に２通以上の入札を行ったとき

キ 同一の入札に他の入札者の代理を兼ね, 又は２人以上の代理をしたとき

ク 代理人が委任状を持参しないとき

ケ 前各号に定めるもののほか, 指示した条件に違反して入札したとき� 本公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札, 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並び

に本公告に示した入札に関する条件に違反した入札は, 無効とする｡� 一般競争入札参加資格等確認通知書により入札参加資格があると認められた者であっても資格確認の日から入

札日までの間に指名停止措置を受けた者のした入札は, 無効とする｡� 入札時点において２に掲げる入札参加資格のない者のした入札は, 無効とする｡

８ 契約書作成の要否

要

９ 今後調達が予想される物品の名称, 予定数量及びその入札の公告の予定時期� 購入物品及び予定数量

乗用自動車 (1,500ccクラス以下 ハイブリッド自動車, ４又は５ドア)

27台� 入札公告の予定時期

ア 平成22年４月下旬

イ 平成22年７月上旬

10 その他� 詳細は入札説明書による｡
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11 Summary� Nature and quantity of the products to be purchased:

Passenger cars (Hybrid vehicles under 1,500cc class, 4 or 5 doors) 13 cars� Time limit for tender: 5:00 PM, April 23, 2010 if by mail,

1:30 PM, April 26, 2010 for hand delivery� Submission location and contact number

Second Treasury Division, Treasury Bureau, Ibaraki Prefectural Government

978-6, Kasahara-cho, Mito-shi, Ibaraki-ken, 310-8555, Japan

TEL 029-301-4875
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毎週月・木曜日発行 (緊急事項は号外発行) (定価送料とも１月)休日の場合は繰下発行 金 ３, ０６０円

発 行 茨 城 県

購読申込先 〒310－8555 茨 城 県 水 戸 市 笠 原 町 978 番 ６
茨 城 県 総 務 部 総 務 課

電話番号 029 (301) １１１１ (代)


